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はじめに

　近年、多面的な視点から性に関する健康的・社会的
な課題の解決に資する能力の育成を目指す 「包括的セ
クシュアリティ教育」への注目が高まっている。
　例えば、2018 年に「国際セクシュアリティ教育
ガイダンス」（初版 2009 年）が、国連教育科学文化
機関・ユネスコ（UNESCO）、国連合同エイズ計画

（UNAIDS）、国連人口基金（UNFPA）、国連児童基
金・ユニセフ（UNICEF）、世界保健機関（WHO）、
国連女性機関（UNWOMEN）の共同で改訂され、包
括的セクシュアリティ教育が提唱された。その教育内
容には、人間の体と発達、性と生殖、性行動、人間関
係、ジェンダーの理解と平等、価値観、人権、文化、
暴力と安全確保、健康と幸福に関わるスキル等が重要
事項として取り上げられており、性について幅広くか
つ深く学ばせて、幼少期の早い時期から青年期、成人
期へと進んでいく人間の性の発達を支援し、保護する
ことをねらいとしている。
　今日、こうした教育の考え方が国際的に提唱される
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欧米のセクシュアリティ教育事情と
「日本型包括的性教育」を考える

全国性教育研究団体連絡協議会理事長・筑波大学名誉教授 野津 有司

背景には、性や生殖等に関する科学の急激な進歩や、
国際化、情報化、人間関係の複雑化、価値観の多様化、
人権や平等の意識の高まり等に伴う社会の著しい変化
があると思われる。国・地域のそれぞれにおいては、
民族、宗教、文化などにより性に関する事情が様々あ
り、それらを十分考慮し尊重しつつも、こうした現代
社会の変化に適切に対応する教育が望まれている。そ
して、このような提唱やそこからの波のうねりは、ど
この国・地域においても、またいつの時代においても、
性に関わる教育の取組、実践の難しさが多かれ少なか
れ存在する中で、確かな教育を着実に推進するための
大きな拠り所となったり、性に関する教育の在り方の
議論を深める貴重なきっかけや方向づけとなったりす
ることが期待でき、極めて意義深いと言える。

欧州における学校でのセクシュアリティ
教育の実情

　ドイツ連邦 健康教育センター（BZgA）と国際家
族計画連盟欧州ネットワーク（ IPPF EN）により、
WHO ヨーロッパ地域（中央アジアを含む 53 カ国）



2

現代性教育研究ジャーナルTHE JAPANESE ASSOCIATION FOR SEX EDUCATION

おり、家族の協力に関する基本原則も定めている。し
かし、独立した科目ではなく、初等教育（7 ～ 12 歳）
では「環境学」という科目の中に、セクシュアリティ
教育の要素が含まれている。中等教育（13 ～ 15 歳）
では「健康を支える成長と発達」「健康を支える要因と
阻害する要因、病気の予防」「健康、地域、社会、文
化」で構成される「健康教育」という科目が 2006 年
より必修化され、セクシュアリティ教育が統合されて
いる。教育内容としては、性的快楽を含めた性に関す
る権利、性の多様性、様々の具体的な避妊方法、ジェ
ンダー等が示されているが、教科書の検定制度はなく、
また自治体や学校の権限が強く自由裁量が認められて
いる為、実際にどの程度セクシュアリティ教育が行わ
れているかは不明であり、ばらつきが大きいと思われ
る。
　なお、フィンランドでは、教員志望の学生は教職課
程の一環でセクシュアリティ教育に関するトレーニン
グを受けることになっている点や、幼児教育において

「身体と感情の教育」というカリキュラムの策定を国
が自治体に対して求めていることなどは注目される。
　この他に、セクシュアリティ教育への反対が「無
し」という国はスウェーデン、エストニア、ベルギ
ー・フランダース地方であり、全 25 カ国の中で５カ
国に過ぎない。残りの国では 12 カ国に「深刻」な反
対があり、８カ国には反対が「一部有り」といった状
況である。そして、国のセクシュアリティ教育カリキ
ュラムが、WHO/BZgA の基準（Standards for Sex-
uality Education in Europe 2010）等から「包括的」
とみなすことができるのは 10 カ国（オランダ、フィ
ンランド、スウェーデン、エストニア、ベルギー・フ
ランダース地方、アルバニア、オーストリア、ボスニ
ア・ヘルツェゴヴィナ、ドイツ、スイス）に留まって
いる。全体として、想像以上に厳しい状況であること
が伺われるが、そうした中でセクシュアリティ教育の
充実に向けて協調的な前進を示す国もみられる。
　例えば、イギリス（イングランド）では、性につい
て教えるのは学校よりも家庭の役割だと考える風潮が
伝統的にある中で一直線の歩みではないが、学校での
セクシュアリティ教育の進展がみられる。
　先ず 1996 年には、公立学校で「性と人間関係の教
育 」(SRE: Sex and Relationship Education） が 11
歳から教育法で義務化され、主に生物学的な面は「科

の全体を代表する 25 カ国を対象に、学校や課外活動
でのセクシュアリティ教育の背景や特徴等を調査し
た結果がある。回答者は、各国の教育・保健・家族
省または IPPF EN 団体の代表者である。これによれ
ば、WHO ヨーロッパ地域では、公的な学校教育の場
でのセクシュアリティ教育は、2000 年以降に大きな
進展があったと報告されている（2018）。しかしなが
ら、ほとんどの国においては、包括的セクシュアリティ
教育の十分な実現には困難な状況が少なからずあると
言わざるを得ない。
　オランダでは、1970 年代にセクシュアリティ教育
を始める学校が現れ、2009 年の教育省方針書に初め
てセクシュアリティ教育が教育の重要な部分として言
及された。そして、国全体としてセクシュアリティ教
育に反対する意見がほとんどなく、2012 年には法的
根拠を得るに至った。すなわち、健康、市民権、社会
安全といった国の一般的な教育目標に関連してセクシ
ュアリティ教育が部分的に組み込まれ（初等教育では

「基本目標 38」、中等教育では「基本目標 43」）、義務
化された。
　しかし、このように位置づけられたオランダでも、
そのナショナル・カリキュラムは存在せず、独立した
科目もみられない。なお、半官半民の機関であるカリ
キュラム開発財団が作成したガイドラインには、「人
間関係とセクシュアリティ」及び「セクシュアリティ
と性的多様性」が特に重視されて組み込まれている。
多くの学校では、セクシュアリティ教育をどのように
具体化し実践するかは自由であることから、国が定め
た教育目標を踏まえながら、これらのガイドラインな
どを参考にしてカリキュラムを学校独自に作成し、生
物学、市民教育、社会学など様々な科目で横断的に取
り上げて授業を展開するようになっている。しかし、
オランダ教育監査局（教育・文化・科学省の下に位置
づく準独立機関）の評価によれば、実際に学校で行わ
れているセクシュアリティ教育は、学校の目標やカリ
キュラムに構造的に組み込まれたものではなく、事件
やメディアの話題に応じた単発的な実践が多いなど、
その質や教師の能力について批判的である。
　フィンランドも、全体としてセクシュアリティ教育
への反対意見が「無し」と回答した国の一つである。
セクシュアリティ教育に関する国家レベルのコア・カ
リキュラムが存在し、その目的や主な内容が示されて
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学」の授業で、その他の面は「個人・社会・健康および
経済（PSHE：Personal, Social, Health and Economic 
Education, 当初はPersonal, Social and Health
Education）」という総合的な科目の中で教えられる
ことになった。この PSHE では、性教育、喫煙や飲
酒を含む薬物乱用防止教育、健康なライフスタイルの
ための身体活動と食事、金融教育の他に、自信や責任、
望ましい人間関係や多様性の尊重等を取り扱い、実践
的に学ぶことになっているが、ここでの性教育では主
に望まない妊娠や STI/HIV の予防に焦点が当てられ
ることが多い。また、PSHE の第３版学習プログラム

（2017 年）では、携帯電話の責任ある使用や、自分や
他人の写真を求められたときにどう対応するのか、と
いった項目が加えられた。しかし、PSHE は現行のナ
ショナル・カリキュラムには示されておらず、民間団
体である PSHE 協会に国が資金を提供し、参考とな
る事例や学習プログラムをインターネット上で公表し、
学校での実践を推奨している。
　こうした流れから最近、特筆すべき新たな動きがみ
られる。2020 年に発表された法的指針により、私立
校も含む全ての学校において、初等教育では「人間関
係」、中等教育では「人間関係と性」という科目がそ
れぞれ義務付けられ、導入されることになった。
　この決定及び実施に至った背景には、長年におけ
る「性と人間関係の教育」（SRE）の充実を求める声や
市民社会からの協調的な提言活動があったと言われて
いる。その中で、子供への性的虐待やデジタルポルノ
へのアクセスに関する懸念の高まりも挙げられている。
また、SRE に関する調査を実施した教育特別委員会
が、SRE を法律化するよう勧告したことも大きいと
思われる。さらに、教育省が新しいガイダンスを作成
するにあたり、２万３千人の保護者、若者、学校、専
門家から意見を聴取したり、４万人以上の一般市民と
協議を行ったりする等、対話的プロセスをより重視し
て進めた点も挙げられよう。その中では、精神的な健
康、オンラインでの安全、LGBT に関する年齢相応
の内容についての意見も含まれた。
　なお、これらの科目の実施に向けては大多数の支持
があるものの、一部の抵抗があることも十分配慮する
必要があることから、教育省は実施ガイダンスを作成
し（2020）、各学校は広範でバランスのとれた全体カ
リキュラムの中で、改訂ガイダンスに示された内容を

どのように提供・実施するかについて柔軟に決定でき
ることとした。そして、各校で作成する SRE の教育
方針について、保護者と協議することが求められてい
る。このプロセスにより、保護者の支持を集めるとと
もに、保護者が家庭でより積極的な役割を果たすよう
になることが期待されている。また、児童生徒や保護
者の背景や信条を尊重するために、子供が 16 歳の３
学期までそれらの科目の授業を受けないことを決めら
れる権利が保護者に与えられている（体の発達や生殖
等を取り扱う「科学」の授業を拒否する権利は認め
られていない）。さらに、学校の質を保証するための
独立機関である OFSTED（Office for Standards in 
Education, Children‛s Services and Skills）によって、
授業の実施状況を監視していくことにもなる。

米国におけるセクシュアリティ教育の
新たな展開

　米国では1991年に、民間団体のSIECUS（Sexuality 
Information and Education Council of the United 
States）が『包括的セクシュアリティ教育のためのガ
イドライン：幼稚園－ 12 学年』の初版を出版し、そ
の考え方や内容等がより早くから提唱されている（第
２版 1996 年、第３版 2004 年）。しかし、米国は各州
の責任において学校教育を実施する制度であることか
ら、セクシュアリティ教育の状況は州によって異なっ
ているが、全体として取組の難しさが目立っている。
　例えば、セクシュアリティ教育が明確に義務付けら
れているのは 50 州中の 29 州とコロンビア特別区に
留まっている。また、多くの州（少なくとも 35 州）
では、主として性的行動を抑制することを教える、い
わゆる節制教育 (Abstinence only program) が重視さ
れてきている。そして、コンドームや避妊法に関する
指導を求めている州は 16 州に過ぎず、ジェンダーや
性の多様性などについての学校での取扱いもこれまで
は全体的に手薄になる傾向にあったと言える。
　米国CDC（Centers for Disease Control and Prevention）
は、全米から無作為抽出された第 9 学年～第 12 学年
の約１万～１万６千人を対象に、青少年危険行動調査

（YRBS：Youth Risk Behavior Surveillance）を 1991
年より隔年で実施している。この調査では、人々の罹
患と死亡の原因となり、より優先的に問題とすべき青
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少年の危険行動として６テーマ（①不慮の傷害や暴
力に関係する行動、②喫煙、③ 飲酒および薬物乱用、 
④望まない妊娠および HIV を含む性感染症に関係す
る性行動、⑤不健康な食行動、 ⑥運動不足）に焦点を
当て、これらの行動の出現の動向等を詳細に把握して
いる。その中で、性的行動に関しては 2013 年の調査
結果まで改善傾向がみられないことが指摘された。
　こうした中で、米国保健福祉省は、近年の社会の
変化等も踏まえて、CDC 等の協力の下に、Personal 
Responsibility Education Program（PREP）のガイ
ドラインを作成し（2013-2014 年、2020-2021 年）、セ
クシュアリティ教育の充実に向けて新たな方向に踏み
出した。すなわち、この PREP では、性的行動の節
制ばかりでなく、青少年が安全な性的行動を実践でき
るようにすることも重視し、①エビデンスに基づくこ
と、②ハイリスク集団にも焦点を当てること、③性的
行動の節制と避妊の両方の内容を含むこと、④成人期
への準備に関する題材を充実することが基本方針とな
っている。そして、PREP ガイドラインに基づいた具
体的な教材が開発され、国の競争的資金の助成を得た
州では、その実践が普及されつつある。
　これまで米国では、政治を含む社会情勢等により、
節制教育と包括的セクシュアリティ教育のそれぞれに
対する賛否の意見が大きく分かれてきている。その中
で、この新たな方向性は、今日の著しい社会変化と米
国の青少年における活発な性的行動の実態に適応する
教育を目指して、「PREP」という新しいネーミング
の下に、具体的な展開の実現を図るものとして注目に
値する。
　ちなみに、前述の YRBS の 2019 年調査では、①

「性交経験率」は 38.4％、②「13 歳未満での初回性交
経験率」は 3.0％、③「４人以上の相手との性交経験
率 」は 8.6％であった。いずれも 2013 年の調査結果

（① 46.8％、② 5.6％、③ 15.0％）に比べて統計的有意
の低率となっており、データとして改善の兆しが示さ
れている。
　ところで、米国におけるセクシュアリティ教育を理
解する上で、見落としてはならないことがある。それ
は、ほとんどの州にはセクシュアリティ教育に対する
親／保護者の同意ポリシーが定められていることであ
る。具体的には、同意に関する政策をもたない 10 州
を除き、次の３種類に分けられる。

〇オプト・アウト政策：34 州とコロンビア特別区
　計画されているセクシュアリティ教育では誰が何を
教えるか等について、親／保護者に書面で事前に通知
することを学区に義務づけている。子供がその授業に
出席することを望まない場合には、親／保護者は書面
で欠席を届け出る責任がある。
〇 オプト・イン政策：４州（ネバダ州、ユタ州、ノー

スカロライナ州、ミシシッピ州）
　生徒がセクシュアリティ教育の授業に参加する場合
には事前に、教師が親／保護者から書面による許可を
得る必要がある。
 〇 両政策の組合せ：２州（アリゾナ州、インディア

ナ州）
　この同意ポリシーは、生徒やその親／保護者にセク
シュアリティ教育に関する選択の権利を保障するもの
であり、米国において大きな意義のあるものとなって
いる。その上で、全ての子供たちにセクシュアリティ
教育を受けさせたいと強く願う教師の中には特に、こ
の同意ポリシーに対して批判的な意見があることも付
言しておく。

日本の性教育の現状と課題

　欧米諸国における効果的で望ましいセクシュアリテ
ィ教育の探究と実現のための工夫などは、日本におい
て参考になることは少なくない。そして、それらを適
切に役立てるには、先ずは日本で目指されている性教
育について正しく理解し、その現状と課題を踏まえる
ことが重要である。ここでは、紙幅の都合からそのい
くつかの点について触れることにする。
　なお、私が考える「日本型包括的性教育」とは、い
わゆる「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」の日
本版ではなく、国際的に高い評価のある「日本型学校
教育」を基盤とし、諸外国の工夫も参考にしつつ、日
本の全ての学校において実現可能で、新しい時代によ
り適した性教育への発展、充実を目指すものである。

（１）日本の性教育における包括的な視点

　1999（平成 11）年に、文部省（当時）が『学校に
おける性教育の考え方・進め方』を発行し、学校での
性教育の在り方を示している。その中で、性教育は

「人格の完成と豊かな人間形成を究極の目的とし、人
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間の性を人格の基本的な部分として生理的側面、心理
的側面、社会的側面などから総合的にとらえ、科学的
知識を与えるとともに、児童生徒等が生命尊重、人間
尊重、男女平等の精神に基づく正しい異性観をもつこ
とによって、自ら考え、判断し、意志決定の能力を身
に付け、望ましい行動を取れるようにする。」と明記
された。これは、日本の学校での性教育を包括的に捉
えること等を示すもので、その方向に向けた始まりと
して大きな意義を持つ。
　ただし、それからおよそ四半世紀が経った今日では、
性教育の包括性をさらに充実し、発展させることが望
まれる。その際には、少なくとも国として同意してい
る関連の国際条約・協定・基準等や国内の法律・規定
等を改めて踏まえて検討することが求められる。
　例えば、最近公表された「令和の日本型学校教育」

（中央教育審議会、令和３年１月）では「（略）あらゆ
る他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と
協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人
生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることが
できるようにすること（略）」が示されていること等
から、男女についてはもとより全ての人々の平等と人
権に十分配慮した表現の工夫が必要と思われる。
　なお、性教育における「包括的」の議論においては、
これまで取り扱う「内容」の包括性について注目され
ることが多い。しかし、性教育では、学校に限らず家
庭、地域、職場などで行う「場」としての包括性や、
幼少期から学齢期で完結するのではなく中高年期まで
の「時期」としての包括性も重要である。今後は、こ
れらの視点からも議論を深め、包括性の拡大・深化が
必要であると思われる。

（２）�学習指導要領に基づいて取組む利点と懸念
される点

　現在、国に学校教育として要望されている、いわゆ
る〇〇教育というものは 140 余りあると聞く。いずれも
重く、必要な教育ばかりであろう。そうした中で、全
ての子どもたちに有効な性教育を確実に学べるように
するための要として学習指導要領は、一層重要となる。
　周知の通り、学習指導要領とは基本的に、学校で全
ての子どもたちに共通して指導すべき事項や配当時間
等について、全国基準として規定するものである。そ
して、その解説などでは、性に関する指導についても、

学校の教育活動全体を通じて行うものとし、教育課程
に基づき、体育科・保健体育科等の関連教科、特別活
動、総合的な学習（探究）の時間等のそれぞれの特質
に応じて、カリキュラム・マネジメントの下に教科等
横断的に指導すること等、確かな実践のための拠り所
が示されている。これらは、ユネスコ等の包括的セク
シュアリティ教育において求められる「科学的に正確
であること」「段階的に進展すること」「年齢と発達に即
していること」「カリキュラムに基づいていること」を
整えるシステムとして、欧米諸国にも参考になる面が
あろう。
　ところで、日本においては今日、学習指導要領及び
解説に示された性に関する指導について正確に理解さ
れないまま、不十分な取組や議論に留まっている部分
があるように思われる。現行の学習指導要領の改訂に
おいて「社会に開かれた教育課程」ということが大き
く唱われていることからも、もっと広く正しく理解さ
れることが望まれる。
　その上で、「日本型包括的性教育」のさらなる改善・
充実のために検討が期待される課題として、さしあた
って次の６点が挙げられる。
① 「性交」に関して、教育的価値のある取扱い方につ

いて、発達段階等を踏まえて前向きに細やかに検討
すること。

② 望まない妊娠や性感染症の予防に必要なスキルとし
て、動作スキルの取扱いの是非ばかりでなく、心理
社会的スキルの習得を重視することについて検討す
ること。

③ 男女共同参画社会や性の多様性が尊重される社会の
実現に向けて、さらに充実すべき内容について検討
すること。

④ 「個別指導」について、性に関する感受性も含めて
様々な課題を持つ子供たちに対して、計画的で積極
的に活用するための有効な進め方を検討すること。

⑤ 家庭との連携と役割分担について、低年齢段階をは
じめ各学校段階における具体的な在り方を検討する
こと。

⑥ 学校における性教育への地域の人材・資源の適切な
活用について、外部講師の確保も含めて、持続可能
性の観点から検討すること。

　なお、性暴力・性被害防止の課題に関しては、「性
犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月）を踏
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まえて、国の事業として「学校における生命（いのち）
の安全教育」と称する取組が開始された。これまでに、
指導の手引きや動画等の教材の作成、モデル事業の実
施、生徒指導提要（令和４年 12 月改定・公表）への
記載等の取組が行われている。令和５年度からは全国
的な展開が目指され、各学校が児童生徒等の状況に応
じて判断し、様々な関連教科等において横断的に指導
していくことが推奨されている。今後の普及・定着に
向けては少なくとも、安心で効果的な優れた事例を創
出する工夫を続けて、地道な実践を蓄積し、評価する
必要があると思われる。

おわりに

　今後の性教育の発展のためには、学習指導要領等の
さらなる改善・充実だけでは十分ではない。これは、
言わば自転車の前輪として方向性等を示すものであり、
後輪となる教材や指導方法の開発も合わせて重要であ
ることを忘れてはならない。子どもたちが主体的に協
働的に取組み、真剣に深く学べる教材や指導方法を具
体的に提案することは、性教育の議論や実践の前進に
大きく役立つ。
　そしてもう一つ、重い課題がある。自転車の漕ぎ手
となる指導者を育成することが極めて重要であり、欧
米諸国も含め共通した難題となっている。日本では、
教師の性教育に関わる資質・能力の向上には、教員養
成・採用・研修を通した在り方が問われている。教師
魂を揺さぶり、教育の心に響くような魅力的で一貫し
たプログラムが求められる。これらの点については、
次の機会があれば、そこで改めて取り上げることにし
たい。

　本稿の一部は、科学研究費基盤研究 (C) 課題番号
22K02489 によるものである。また、第 50 回記念全
国性教育研究大会での特別講演Ⅱ「全性連のこれまで
とこれから～日本型包括的性教育の構築～」及び全性
連令和４年度学習会「日本型包括的性教育を考える」
を基に加筆修正した。
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